
＜問題１＞  

  ＡからＣまでのうち、下線部分が正しい説明はいくつあるか答えなさい。 

 

 Ａ 本邦にある貿易会社Ｘは、中国にあるメーカーＹより、輸出令別表第１ 

   の１０の項に関連するレーザー発振器αを輸入し、海外で販売する予定 

   である。この場合、輸出令別表第１の１０の項は、ワッセナー・アレン 

   ジメントの規制なので、同サイトにある英文で購入前にメーカーＹにス 

   ペックを確認する。 

 Ｂ 本邦にある貿易会社Ｘは、中国にあるメーカーＹより、輸出令別表第１ 

   の７の項に関連する集積回路αを輸入し、海外で販売する予定である。 

   この場合、輸出令別表第１の７の項は、原子力供給国グループ（ＮＳＧ） 

   の規制なので、同サイトにある英文で購入前にメーカーＹにスペックを 

   確認する。 

 Ｃ 本邦にある貿易会社Ｘは、中国にあるメーカーＹより、輸出令別表第１ 

   の３の項に関連するポンプαを輸入し、海外で販売する予定である。こ 

   の場合、輸出令別表第１の３の項は、オーストラリア・グループ（ＡＧ） 

   の規制なので、同サイトにある英文で購入前にメーカーＹにスペックを 

   確認する。 

 

 

 １．１個 

 ２．２個 

 ３．３個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



＜問題２＞  

  以下のＡからＣのうち、正しい説明は、いくつあるか答えなさい。なお、 

 ＡからＣの輸出貨物は、全て輸出令別表第１の１６の項に該当する。 

 

Ａ 本邦にあるメーカーＸは、輸出令別表第３の２に掲げる地域のレバノンにあ

るメーカーＹより工作機械５台の注文を受けた。その際、メーカーＹからは、

当該工作機械を使用して、宝石の加工に使用すると連絡があった。この場合、

メーカーＸは、輸出許可申請が必要である。 

Ｂ 本邦にあるメーカーＸは、外国ユーザーリストに掲載されているパキスタン

の企業Ｙから工作機械５台の注文を受けた。その際、企業Ｙからは、当該工

作機械を使用して、鉄道車両の製造に使用すると連絡があった。この場合、

メーカーＸは、輸出許可申請が不要である。 

Ｃ 本邦にあるメーカーＸは、輸出令別表第３の２に掲げる地域のイラクにある

メーカーＹより工作機械５台の注文を受けた。その際、メーカーＹからは、

当該工作機械を使用して、家電の製造に使用すると連絡があった。この場合、

メーカーＸは、輸出許可申請が不要である。 

 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

  



＜問題３＞  

次のＡからＣのうち、少額特例について、正しい説明はいくつあるか答えな

さい。 

 

（前提条件） 

①ＡからＣは、本邦にあるメーカーＸが輸出する。 

②集積回路αは、輸出令別表第１の７の項（１）に該当するが、告示貨物では 

 ない。 

③モジュールβは、輸出令別表第１の７の項（１０）に該当するが、告示貨物 

 ではない。 

 

Ａ 集積回路α及びモジュールβのそれぞれの価額が５０万円で、仕向地がタイで、

用途が家電の製造の場合、少額特例は適用できる。 

Ｂ 集積回路α及びモジュールβのそれぞれの価額が５０万円で、仕向地が輸出令

別表第４に掲げる地域のイランで、用途が家電の製造の場合、少額特例は適用

できる。 

Ｃ 集積回路α及びモジュールβのそれぞれの価額が５０万円で、仕向地が米国で、

用途が戦車の製造の場合、少額特例は適用できる。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

  



＜問題４＞  

  次の１から３のうち、正しい説明を１つ選びなさい。 

  

１．外為法第２５条第１項の無許可違反を行った場合、外為法に基づく行政制 

 裁の規定は、外為法第５３条第１項に規定されている。 

２．外為法第４８条第１項の無許可違反をした場合、外為法に基づく行政制裁 

 の規定は、外為法第６９条の６第１項に規定されている。 

３．外為法第２５条の２第３項は、外為法第２５条第４項の仲介貿易取引許可 

 の無許可違反に対する行政制裁の規定である。 

 

 

 

 

 

  



＜問題５＞  

次のＡからＣのうち、正しい説明はいくつあるか答えなさい。 

 

Ａ 本邦にある大学Ｘは、米国にある大学Ｙと共同で、地球温暖化の原因研究 

  を行っている。温暖化原因のシミュレーションを行うため大学Ｘが所有す 

  る輸出令別表第１の２の項（１２）に該当する測定装置αを大学Ｙに輸出 

  する場合、基礎科学分野の研究活動にあたるので、輸出許可は不要である。 

Ｂ 本邦にある大学Ｘは、米国にある製薬会社Ｙと共同で、大腸がんの薬を開 

  発中である。この薬の製造のために大学Ｘは、外為令別表の３の２の項（１） 

  に該当するウイルスの増殖技術を製薬会社Ｙに提供する場合、基礎科学分 

  野の研究活動にあたるので、役務取引許可は不要である。 

Ｃ 本邦にある大学Ｘは、米国にある大学Ｙと共同で地球温暖化の原因研究を 

  行っている。温暖化原因のシミュレーションを行うため大学Ｘが所有する 

  スーパーコンピューターを大学Ｙの研究者に使用させるために、外為令別 

  表の８の項に該当する操作マニュアルを提供する場合、基礎科学分野の研 

  究活動にあたるので、役務取引許可は不要である。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



＜問題６＞  

遵守基準省令に関するＡからＣの説明のうち、誤っている組合せを１つ選び

なさい。 
 

Ａ 特定重要貨物等輸出者等が遵守すべき基準として、該非確認責任者の選任は 
義務規定であるが、統括責任者の選任は努力規定とされている。 

Ｂ 特定重要貨物等輸出者等が遵守すべき基準として、該非確認に係る手続を定 
めることは義務規定であるが、取引によって提供し、又は輸出をしようとす 
る特定重要貨物等の用途を確認する手続を定めることは努力規定とされてい 
る。 

Ｃ 特定重要貨物等輸出者等が遵守すべき基準として、関係法令に違反したとき、 
又は違反したおそれがあるときに、速やかに経済産業大臣へ報告し、再発防 
止の措置を講ずることは義務規定とされている。 
 

１．Ａ・Ｂ 
２．Ｂ・Ｃ 
３．Ｃ・Ａ 
 
 



＜問題７＞  

 以下のＡからＣのうち、正しい説明はいくつあるか答えなさい。 
 

Ａ 東京にある大学のＸ教授は、研究開発した新素材製造技術α（外為令別表 
  の１６の項に該当）の文書ファイルを、米国のクラウドサービス会社Ｐが 
  米国で提供しているストレージサービス上に、自ら使用するために保管す 
  る際は、役務取引許可は不要であるが、新素材製造技術β（外為令別表の 
  ５の項に該当）の文書ファイルを自ら使用するために同ストレージサービ 
  ス上に保管する際は、役務取引許可を取得する必要がある。 
Ｂ 東京にあるメーカーＹは、自社で開発したＩＣ製造技術γ（外為令別表の 
  ７の項に該当）の文書ファイルを、米国のクラウドサービス会社Ｐが米国 
  で提供しているストレージサービス上に保管したとしても、メーカーＹの 
  社員（居住者）でなければアクセスできないのであれば、役務取引許可は 
  不要であるが、ドイツにある自社の子会社の社員でもアクセスできるよう 
  にするのであれば、役務取引許可を取得する必要がある。 
Ｃ 東京にあるメーカーＹは、自社で開発したＩＣ製造技術γ（外為令別表の 
  ７の項に該当）の文書ファイルを、日本のクラウドサービス会社Ｑが日本 
  で提供しているストレージサービス上に保管し、米国にある自社の子会社 
  Ｚの社員がアクセスできるようにするのであれば、役務取引許可が必要で 
  あるが、米国のクラウドサービス会社Ｐが米国で提供しているストレージ 
  サービス上に保管し、米国子会社Ｚの社員がアクセスできるようにするの 
  であれば、役務取引許可を取得する必要はない。 
 
 
１．１個 
２．２個 
３．３個 
 
 



＜問題８＞  

輸出令別表第１の１の項に関して、下線部分が誤っている説明はいくつある

か答えなさい。 
 
Ａ 輸出令別表第１の１の項に該当する貨物は、防衛装備移転三原則により輸 
  出が全面的に禁止されている。 
Ｂ 東京にある産業機器メーカーは、米国にある電子機器メーカーから液晶モ 
  ニターＸを購入したところ、カタログには、液晶テレビやパソコンの画面、 
  軍用機の表示装置にも採用された実績があると記載されていた。産業機器 
  メーカーは、当該液晶モニターの該非判定を実施し、軍用機の表示装置に 
  採用されていることから、輸出令別表第１の１の項に該当と判定した。な 
  お、当該液晶モニターは、特別な改造等は行っていない。 
Ｃ 輸出令別表第１の１の項及び外為令別表の１の項は、いずれも政令の規定 
  のみで、対応する貨物等省令の規定はない。 
   
 
１．１個 
２．２個 
３．３個 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



＜問題９＞  

以下のＡからＣのうち、下線部分が正しい説明はいくつあるか答えなさい。 

 

Ａ 本邦にあるメーカーＸが、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラ 
  ム）取引許可が適用できる輸出令別表第１の９の項（１）に該当する無線 
  通信装置を米国に輸出して、ストック販売をする際、予定される需要者及 
  び特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可が適用する 
  ことができない第三国にて転売される予定がないことを確認する必要があ 
  る。 
Ｂ 本邦にあるメーカーＸが、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラ 
  ム）取引許可が適用できる輸出令別表第１の９の項（１）に該当する無線 
  通信装置を台湾の警察に輸出し、自然災害による人命救助に使用すると連 
  絡を受けている場合、「届出」は、不要である。 
Ｃ 本邦にあるメーカーＸが、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラ 
  ム）取引許可が適用できる輸出令別表第１の９の項（１）に該当する無線 
  通信装置をフランスの警察に輸出し、治安維持に用いられることが明らか 
  であっても、「届出」は、不要である。 
 
１．１個 
２．２個 
３．３個 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



＜問題１０＞  

  本邦にあるメーカーＡは、来月、以下の条件で自動車部品製造装置Ｘ（以  

 下「装置Ｘ」という。）を台湾にあるメーカーＢに輸出する予定である。装置 

 Ｘの内部には、輸出令別表第１の２の項（１２）に該当する測定装置αと測 

 定装置βが、それぞれ１セット正当に組み込まれている。この場合、メーカ 

 ーＡは、輸出に際して、どのような対応をしたらよいか正しいものを１つ選 

 びなさい。 

 

（前提条件） 

 ①装置Ｘ本体は、輸出令別表第１の１６の項に該当する。装置Ｘの初期製造時 

 の市場価格は、４００万円である。 

 ②測定装置αは、装置Ｘの初期製造時に専門メーカーＹから１セット１５万円 

 で購入。測定装置βは、部品製造装置Ｘの初期製造時に、専門メーカーＺか 

 ら１セット２５万円で購入。 

 ③メーカーＡは、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可 

 を取得している。 

 

 

１．装置Ｘ内の測定装置αと測定装置βについて、運用通達の１０％ルールは 

 適用できないが、仕向地が台湾なので特別一般包括輸出・役務（使用に係る 

 プログラム）取引許可を適用して、輸出できる。 

２．装置Ｘ内の測定装置αと測定装置βについて、運用通達の１０％ルールは 

 適用できるので、個別の輸出許可は不要である。  

３．装置Ｘ内の測定装置αと測定装置βについて、運用通達の１０％ルールは 

 適用できない。仕向地が台湾なので特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ 

 ログラム）取引許可は適用できないので、個別の輸出許可が必要である。 

 

 

 

 

 

 

  



＜問題１１＞  

以下のＡからＣのうち、正しい説明はいくつあるか答えなさい。 

 

Ａ 本邦にある貿易会社Ｘのタイ現地法人は、輸出令別表第１の１の項に該当 

  する貨物を米国にあるメーカーＹより購入し、中東にあるメーカーＺに売 

  却する予定である。当該貨物は、メーカーＹよりメーカーＺに直接輸出さ 

  れる。メーカーＺの用途は、民生用途であっても貿易会社Ｘは仲介貿易取 

  引許可が必要である。 

Ｂ 本邦にある貿易会社Ｘの台湾支店は、輸出令別表第１の１６の項に該当す 

  る貨物をタイにあるメーカーＹより購入し、パキスタンにあるメーカーＺ 

  に売却する予定である。当該貨物は、メーカーＹよりメーカーＺに直接輸 

  出される。メーカーＺの用途は、戦車の部品製造である場合、仲介貿易取 

  引許可は不要である。 

Ｃ 本邦にある貿易会社は、輸出令別表第１の１６の項に該当する貨物を香港 

  にあるメーカーＹより購入し、パキスタンにあるメーカーＺに売却する予 

  定である。当該貨物は、メーカーＹの香港にある倉庫よりメーカーＺに直 

  接輸出される。メーカーＺの用途は、家電の製造である場合、仲介貿易取 

  引許可は不要である。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

 



＜問題１２＞  

 以下のＡからＣのうち、下線部分が、正しい説明は、いくつあるか答えなさ 

 い。 

 

Ａ 本邦にあるメーカーが、輸出令別表第１の１の項に該当する産業用の発破 

  器を米国にあるメーカーに輸出した場合、輸出関係書類等は、貨物の輸出 

  時から７年間保存する必要がある。 

Ｂ 本邦にあるメーカーが、輸出令別表第１の１６の項に該当する貨物を米国 

  にあるメーカーに輸出した場合、輸出関係書類等は、貨物の輸出時から３ 

  年間保存する必要がある。 

Ｃ 本邦にあるメーカーが、輸出令別表第１の６の項に該当する測定装置を米 

  国にあるメーカーに輸出した場合、輸出関係書類等は、貨物の輸出時から 

  ５年間保存する必要がある。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１３＞  

  外為令別表の３の２の項及び貨物等省令第１５条の３について、ＡからＣま

でのうち、正しい説明はいくつあるか答えなさい。  

   

 技術 

外為令別表 

３の２の項 

（１）輸出令別表第１の３の２の項（１）に掲げる貨物の設計又 

 は製造に係る技術 

（２）輸出令別表第１の３の２の項（２）に掲げる貨物の設計、 

 製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定める

 もの 

貨物等省令 

第１５条の３ 

 

外為令別表の３の２の項（２）の経済産業省令で定める技術

は、第２条の２第２項に該当する貨物の設計、製造又は使用

に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到

達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。 

 

Ａ 輸出令別表第１の３の２の項（１）に該当するウイルスの使用に係る技術  

  Ｘは、外為令別表の３の２の項（１）に該当しない。 

Ｂ 輸出令別表第１の３の２の項（２）に該当する遠心分離機の回転数や速度、  

  内部にある全てのマイコンを制御している専用プログラムＸは、外為令別 

  表の３の２の項（２）に該当しない。 

Ｃ 輸出令別表第１の３の２の項（２）に該当するクロスフローろ過用の装置 

  の機能に関係しない外装デザインに関する設計図面Ｘは、外為令別表の３ 

  の２の項（２）に該当しない。 

 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１４＞  

  ＡからＣのうち、貿易外省令第９条第２項第九号について、誤っている説 

 明の組み合わせを１つ選びなさい。 

 

Ａ 外為令別表の９の項に該当する 新の暗号プログラムについては、ソースコ

ードが公開されていても、非居住者に提供する場合は、役務取引許可が必要

である。 

Ｂ 本邦にある測定機器メーカーＡでは、国内の取引先に限って、工場見学の 

  際にリスト規制に該当する技術を一部含む資料Ｘを配布している。よって、 

  資料Ｘは公知の技術といえるので、非居住者に提供する場合も、役務取引 

  許可は不要である。 

Ｃ 公知の技術については、キャッチオール規制の用途要件に該当する場合で 

  も役務取引許可は不要である。 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１５＞  

  本邦にあるメーカーＸは、英国にあるメーカーＹから、貯蔵容器αの専用ボ

ルト・ナット（２０セット）の注文を受けた。 １ヶ月後、専用ボルト・ナット

を輸出する予定である。この場合、専用ボルト・ナットの該非判定について、

正しい説明を１つ選びなさい。なお、貯蔵容器αは、輸出令別表第１の３の項

（２）２に該当することが、メーカーＹからの情報で判明している。 

 

（参照条文） 

 
 

１．専用ボルト・ナットは、輸出令別表第１の３の項（２）２に該当する貯蔵容

器の専用部分品なので、輸出令別表第１の３の項（２）２に該当と判定する。 

２．チタン製の専用ボルト・ナットは、貨物等省令第２条第２項第二号で規制さ

れている材料なので、輸出令別表第１の３の項（２）２に該当と判定する。 

３．専用ボルト・ナットは、輸出令別表第１の３の項（２）２に非該当と判定す

る。 

 

貨物等省
令

第２条
第２項
第二号

３の項
（２）２

ロ 　ニッケルの含有量が
全重量の２５パーセント
を超え、かつ、クロムの
含有量が全重量の２０
パーセントを超える合金

ト 　ジルコニウム又はジ
ルコニウム合金

ホ 　タンタル又はタンタ
ル合金

ヘ 　チタン又はチタン合
金

イ　 ニッケル又はニッケ
ルの含有量が全重量の
４０パーセントを超える合
金

貯蔵容器であって、容量
が０．１立方メートルを超
えるもののうち、内容物
と接触するすべての部分
が次のいずれかに該当
する材料で構成され、裏
打ちされ、又は被覆され
たもの

ハ　 ふっ素重合体

チ　 ニオブ又はニオブ合
金

ニ　 ガラス

貯蔵容器



＜問題１６＞  

  外為法第６章の３の「輸出者等遵守基準」について、ＡからＣまでのうち、

下線部分が誤っている説明はいくつあるか答えなさい。 

 

Ａ 外為法第５５条の１０第１項の輸出者等遵守基準とは、「輸出管理内部規程 

  の届出等について」の（別紙１）の「外為法等遵守事項」のことである。 

Ｂ 外為法第５５条の１０第１項では、輸出等を「業として行う者」は、全て「輸 

出者等遵守基準」を定め、経済産業省に届け出なければならない。 

Ｃ 輸出者等は、「輸出者等遵守基準」に従い、輸出等を行わなければならない。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



＜問題１７＞  

  ＡからＣまでのうち、正しい説明はいくつあるか答えなさい。 

 

（前提条件） 

①本邦にあるメーカーＸは、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可を取得している。 

②包括許可取扱要領［別表Ａ］にある「い地域①」とは、輸出令別表第３に掲げ

る地域をいう。「ち地域」とは、輸出令別表第３の２に掲げる地域及び輸出令別

表第４に掲げる地域をいう。 

③輸出先の用途は、全て民生用途である。 

 

Ａ 本邦にあるメーカーＸが、輸出令別表第１の１５の項（２）に該当する貨 

  物αを米国にあるメーカーＹに輸出する場合は、特別一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可は適用できないが、総価額が５万円であ 

  れば、少額特例が適用できる。 

Ｂ 本邦にあるメーカーＸが、輸出令別表第１の１５の項（１）に該当する貨 

  物αを中国にあるメーカーＹに輸出する場合は、特別一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可は適用できないが、総価額が６万円であ 

  れば、個別の輸出許可が必要である。 

Ｃ 本邦にあるメーカーＸが、輸出令別表第１の１４の項（１）に該当する貨 

  物αを米国にあるメーカーＹに輸出する場合は、特別一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可は適用できるが、総価額が５万円であれ 

  ば、少額特例が適用できる。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

（参考・抜粋）包括許可取扱要領 ［別表Ａ］ 

［１４の項］ 

 

 

 

 

い地域① と地域② ち地域

輸出令別表第１の14の項の中欄に掲げる貨物であって、貨
物等省令第13条に該当するもの

特別一般
一般

特定 －



 

［１５の項］ 

 

 

 

  

い地域① と地域② ち地域

輸出令別表第１の15の項(1)～(10)までに掲げる貨物であっ
て、貨物等省令第14条第１号～第11号までのいずれかに該
当するもの

- - -



＜問題１８＞  

  本邦にあるメーカーＸは、３年前にシンガポールにあるメーカーＹから輸入

した測定装置α（輸出令別表第１の２の項（１２）に該当）が故障したので、

来週修理のため、シンガポールに送り返す予定である。この場合、メーカーＸ

の対応について、適切な説明を１つ選びなさい。なお、メーカーＸは、包括許

可を取得していない。 

 

 

１．メーカーＸは、無償告示第一号１の規定が適用できるので、送り返す場合、

輸出許可は不要である。 

２．メーカーＸは、無償告示第一号１の規定が適用できないので、送り返す場合、

個別の輸出許可が必要である。 

３．メーカーＸは、送り返す場合、測定装置αの輸入から１年以内であれば、無

償告示第一号１の規定が適用できるので、輸出許可は不要だが、輸入から３年

経っているので、無償告示第一号１の規定が適用できず、個別の輸出許可は必

要である。 

 

 



＜問題１９＞  

  ＡからＣの貨物を無許可輸出した場合、外為法第６９条の６第１項第二号が

適用されるものは、いくつあるか答えなさい。 

 

Ａ 輸出令別表第１の１の項（１）に該当する空気銃 

Ｂ 輸出令別表第１の３の２の項（１）に該当するボツリヌス毒素 

Ｃ 輸出令別表第１の９の項（７）に該当する暗号通信装置 

 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

 

 

（参考条文）輸出令第１３条 

（核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物） 

第１３条  法第６９条の６第２項第二号 に規定する政令で定める貨物は、別表第１ 

      の１の項（（５）、（６）及び（１０）から（１２）までを除く。）及び同表の２から４ま 

      での項の中欄に掲げる貨物（核兵器等を除く。）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２０＞  

  輸出令別表第 1 の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の１６

の項の中欄に掲げる技術の提供を行おうとする場合に、輸出者が確認すべき事

項の確認を行う上で、当該取引が本輸出規制の申請要件に該当するか否かの判

断が困難な場合を含め不明な点がある場合は、（ Ｘ ）に相談することができ

る。Ｘにあてはまるものを１つ選びなさい。 

 

 

１．経済産業局（通商事務所を含む。）又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課 

２．安全保障貿易管理課 

３．安全保障貿易審査課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２１＞ 

  以下の問題文を読んで、正しい場合は、「１」を、誤っている場合は、「２」

をマークしなさい。 

  

  本邦にある貿易会社Ｘは、シンガポールのメーカーＹより、輸出令別表第１

の１０の項に該当するレーザー発振器αを１００セット購入したところ、 

 メーカーＹの担当者が誤って、輸出令別表第１の２の項に該当するレーザー発

振器βを２００セット送ってきた。貿易会社Ｘは、特別一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可を取得しているが、この場合、レーザー発振器

βをメーカーＹに返送することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２２＞  

  以下の問題文を読んで、下線部分が正しい場合は、「１」を、誤っている場合

は、「２」をマークしなさい。 

 

  本邦にあるメーカーＸは、タイにある自動車メーカーＹに輸出令別表第１の

２の項（１２）に該当する工作機械αを輸出する予定である。納期に間にあわ

ないので、工作機械αを輸出令別表第１の６の項（２）に該当する工作機械と

偽って、個別の輸出許可を取得し、タイにあるメーカーＹに輸出した。この場

合、メーカーＸは、外為法第７０条第１項第三十三号で処罰される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２３＞  

  以下の文を読んで、下線部分が正しい場合は、「１」を、誤っている場合は、

「２」をマークしなさい。 

 

  規制品目分類番号（ECCN）の２桁目の英記号は品目の形態を表し、「A」は、

当該品目が「装置、アッセンブリ及び構成要素」であることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２４＞  

  以下の問題文を読んで、下線部分が正しい場合は、「１」を、誤っている場合

は、「２」をマークしなさい。 

 

 NS 理由のみで規制され、CCL の当該 ECCN の許可例外（List Based License 

Exceptions）の箇所に適用可能（YES）と記載されている貨物の B国群向けの輸

出・再輸出に適用可能な許可例外は、GBS である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



＜問題２５＞  

  以下の問題文を読んで、正しい場合は、「１」を、誤っている場合は、「２」

をマークしなさい。 

 

   EAR99 に分類される品目を日本からイラン向けに再輸出する場合には、エンド

ユース規制及びエンドユーザー規制に該当しなければ、BIS の許可は不要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◆問題文中の法令等の略称と正式名称等 

 

外為法 外国為替及び外国貿易法 

輸出令 輸出貿易管理令 

外為令 外国為替令 

貨物等省令 輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術

を定める省令 

貿易外省令 貿易関係貿易外取引等に関する省令 

遵守基準省令 輸出者等遵守基準を定める省令 

核兵器等開発等省

令 

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定め

る省令 

核兵器等開発等告

示 

貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第七号イの規定により経

済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のた

めに利用されるおそれがある場合 

無償告示 輸出貿易管理令第４条第１項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業

大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び

無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 

外為法等遵守事項 「輸出管理内部規程の届出等について」の（別紙１）で規定されている。

運用通達 輸出貿易管理令の運用について 

役務通達 

 

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の

規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について 

提出書類通達 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類

及び注意事項等について 

包括許可要領 包括許可取扱要領 

キャッチオール規

制通達（補完規制通

達） 

大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等に

ついて 

１０％ルール 貨物については、運用通達１－１（７）（イ）に規定されている。役務につい

ては、役務通達２（６）に規定されている。 

少額特例 輸出令第４条第１項第四号に規定されている。 

告示貨物 輸出令別表第３の３で規定されている経済産業大臣が告示で定めた貨物をい

う。 

事前相談手続通達 特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相

談及び一般相談について（お知らせ） 

外国ユーザーリス

ト 

文書等告示第二号又は核兵器等開発等告示の別表の第二号に規定されてい

る「経済産業省が作成した文書等」。 



ホワイト国 輸出令別表第３の地域をいう。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリ

ア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓

民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーラ

ンド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆

国  

国連武器禁輸国・地

域 

輸出令別表第３の２の地域をいう。アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ

民主共和国、エリトリア、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、

スーダン 

リスト規制 国際的な合意等に基づき、通常兵器や大量破壊兵器の開発等に用いられる

おそれの高いもの、具体的には輸出令別表第１（外為令別表）の１から１

５の項で規制されている貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合、

経済産業大臣の許可が必要となる制度。機能・仕様（スペック）に着目し

た規制。 

キャッチオール規

制 

大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の両方の

概念を含む総称。需要者及び用途に着目した規制。リスト規制を補完する

という意味で、補完的輸出規制ともいう。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２９年度 

 

  安全保障輸出管理実務能力認定試験（第６回） 

 

（ＳＴＣ Ａｄｖａｎｃｅｄ）試験問題 

 

 

 

 

 

 


